
暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

　
市
で
は
、
納
期
限
ま
で
の
税
金
の
納

付
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

口
座
振
替
・
コ
ン
ビ
ニ
納
付
・
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
・
ペ
イ
ジ
ー
の
活

用
な
ど
納
付
の
手
段
を
増
や
し
、
利
便

性
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
か
っ

た
人
に
対
し
て
は
、
督
促
状
や
催
告
書

を
送
付
し
、
納
付
を
促
し
て
い
ま
す
。

特
別
な
事
情
は
相
談
を

　
病
気
や
失
業
な
ど
、
や
む
を
得
な
い

理
由
で
一
時
的
に
税
金
を
納
期
限
ま
で

に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
そ

の
ま
ま
放
置
せ
ず
、
必
ず
納
期
内
に
納

税
課（
☎
20
‐
1
5
1
9
）に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

　
日
曜
開
庁
日
も
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
生
活
状
況
な
ど
を
聞
き
取
っ

た
上
で
、
徴
収
を
猶
予
す
る
制
度
な
ど

も
あ
り
ま
す
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、年
8
・
9
パ
ー

セ
ン
ト（
納
期
限
の
翌
日
か
ら
1
カ
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
は
2
・
6
パ
ー
セ

ン
ト（
平
成
31
年
の
場
合
））の
延
滞
金

が
発
生
し
ま
す
。

　
納
税
の
相
談
も
な
く
滞
納
が
続
く
場

合
は
財
産
調
査
を
行
い
、
預
貯
金
や
給

与
、
不
動
産
、
生
命
保
険
な
ど
の
財
産

を
差
し
押
さ
え
る
滞
納
処
分
を
執
行
し

ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
納
税
課
へ
。

設
置
に
補
助
金
を
交
付

住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

　
市
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

を
図
る
た
め
、
住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
を
設
置
し
た
人
や
、
設
置
さ
れ
た

住
宅
を
購
入
し
た
人
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
に
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　
補
助
を
受
け
る
に
は
、
設
備
を
設
置

し
た
日
ま
た
は
設
備
が
設
置
さ
れ
た
住

宅
を
購
入
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
2
年
以
内
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
設
備
と
補
助
額（
上
限
額
）

◦
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
…
9
万
円

◦
燃
料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ス
テ
ム（
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）…
8
万

円
◦
定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
…

10
万
円

◦
家
庭
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム

（
H
E
M
S
）機
器
…
1
万
円

◦
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
…
5
万
円

（
強
制
循
環
型
の
み
）

◦
地
中
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
…
10
万
円

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐
1 

5
3
3 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

 

w
w
.city.narita.chiba.jp/ku 

rashi/page111200.htm
l

）へ
。

除
却
工
事
費
補
助
金

危
険
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀

　
市
で
は
、
地
震
に
よ
り
倒
壊
の
恐
れ

の
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
4
月
か
ら
助
成
し

ま
す
。
補
助
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

な
ど
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
建

築
住
宅
課（
☎
20
‐
1
5
6
4
）に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
道
路
に
面
し
た
危
険
な
ブ
ロ
ッ

ク
塀
な
ど
を
所
有
す
る
人（
法
人
や

団
体
を
含
む
）

補
助
額
＝
除
却
に
か
か
っ
た
費
用
の
2

分
の
1
以
内（
上
限
10
万
円
）

※
く
わ
し
く
は
建
築
住
宅
課
へ
。

産
前
産
後
の
人
は
免
除

国
民
年
金
保
険
料

　
4
月
か
ら
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険

者
を
対
象
に
、
産
前
産
後
期
間
の
保
険

料
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象
＝
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

（
農
林
漁
業
、
自
営
業
、
学
生
、
無

職
な
ど
で
20
歳
以
上
60
歳
未
満
）で

出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日
以
降

の
人

免
除
期
間

◦
単
胎
の
場
合
…
出
産
予
定
日
ま
た
は

出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
4

カ
月
間

◦
多
胎
の
場
合
…
出
産
予
定
日
ま
た
は

出
産
日
が
属
す
る
月
の
3
カ
月
前
か

ら
6
カ
月
間

申
請
に
必
要
な
物
＝
出
産（
予
定
）日
が

分
か
る
物（
母
子
健
康
手
帳
な
ど
）、

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
が
で
き
る
物

（
運
転
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
）、
認

め
印（
申
請
者
本
人
が
署
名
す
る
場

合
は
不
要
。
な
お
、
代
理
人
が
提
出

す
る
と
き
は
、
委
任
状
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

申
し
込
み
方
法
＝
保
険
年
金
課（
市
役

所
1
階
）ま
た
は
年
金
事
務
所
に
あ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
提

出（
出
産
予
定
日
の
6
カ
月
前
か
ら

提
出
で
き
ま
す
）

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
4
7
）へ
。

納
期
限
ま
で
に
支
払
い
を

市
税
の
納
付

免除対象期間の例（単胎の場合）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

3月 4月 5月 6月 7月 8月

◦2019年3月に出産した場合

◦2019年6月に出産予定の場合

5〜8月が免除期間

4月1日施行出産

出産4月1日施行

4・5月が免除期間
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国
内
の
事
業
所

助
成
額

◦
ド
ナ
ー
…
骨
髄
な
ど
の
提
供
の
た
め

に
要
し
た
通
院
ま
た
は
入
院
1
日
に

つ
き
2
万
円（
1
回
の
提
供
に
つ
き

上
限
14
万
円
）

◦
事
業
者
…
ド
ナ
ー
休
暇
1
日
に
つ
き

1
万
円（
ド
ナ
ー
1
人
に
つ
き
上
限

7
万
円
）

※
く
わ
し
く
は
健
康
増
進
課（
☎
27
‐

1
1
1
1
）へ
。

飼
い
主
の
い
な
い
猫
を

対
象
に

不
妊
及
び
去
勢
手
術
費
補
助
金

　
市
で
は
、
市
内
に
生
息
す
る
飼
い
主

の
い
な
い
猫
の
自
然
繁
殖
を
抑
制
す
る

た
め
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
正
し
く

管
理
で
き
る
人
に
猫
愛
護
員
に
な
っ
て

も
ら
い
、
不
妊
ま
た
は
去
勢
手
術
を
す

る
場
合
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
事

前
に
手
術
す
る
猫
を
登
録
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
必
ず
手
術
前
に
環
境
衛
生

課（
☎
20
‐
1
5
3
1
）へ
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

補
助
額
＝
手
術
費
の
2
分
の
1
以
内

（
不
妊
手
術
は
1
万
円
、
去
勢
手
術
は

6
、
0
0
0
円
が
上
限
）

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課
へ
。

新
た
に
2
カ
所
を
登
録

な
り
た
景
観
資
産

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
推
薦

を
募
り
、
成
田
ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ
、

良
好
な
景
観
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
場

所
を
「
な
り
た
景
観
資
産
」
と
し
て
登

録
し
て
い
ま
す
。
平
成
30
年
度
に
登
録

さ
れ
た
場
所
は
次
の
通
り
で
す
。

◦
公
津
の
杜
近
隣
公
園
の
景
観

◦
栗
山
近
隣
公
園
の
景
観

お
気
に
入
り
の
場
所
を
募
集
中

　
市
内
で
素
晴
ら
し
い
景
観
を
望
む
こ

と
が
で
き
る
場
所
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ

推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
公
園
緑
地
課（
☎
20
‐
1 

5
6
2 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

 

w
w
.city.narita.chiba.jp/en 

vironm
ent/index0656.htm

l

）

へ
。

5
7
0
‐
0
0
1
2
4
5
）へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
☎
22
‐

0
2
6
9
）、
下
水
道
課（
☎
20
‐
1 

5
5
3
）へ
。

購
入
前
に
申
請
を

雨
水
貯
留
施
設
設
置
費
補
助
金

　
市
で
は
、
雨
水
貯
留
施
設
の
普
及
を

促
進
し
、
水
資
源
の
有
効
利
用
を
図
る

た
め
、
施
設
を
設
置
す
る
人
を
対
象
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　
申
請
は
施
設
な
ど
の
購
入
前
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

対
象
設
備
と
補
助
額

◦
小
規
模
雨
水
貯
留
施
設（
雨
ど
い
か

ら
雨
水
を
集
水
す
る
構
造
で
、
容
量

1
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
未
使
用
品

の
物
）…
設
置
費
用
の
2
分
の
1（
上

限
3
万
円
）

◦
浄
化
槽
転
用
型
雨
水
貯
留
施
設（
浄

化
槽
を
転
用
し
、
住
宅
の
敷
地
内
に

降
っ
た
雨
水
を
貯
留
す
る
物
）…
槽

内
清
掃
費
を
除
く
設
置
費
用
の
2
分

の
1（
上
限
10
万
円
）

申
請
期
限
＝
2
0
2
0
年
3
月
15
日

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

提
供
者
や
事
業
者
に

骨
髄
等
移
植
ド
ナ
ー
等
助
成
金

　
市
で
は
、
骨
髄
・
末ま

っ
梢し

ょ
う

血
幹
細
胞
提

供
者（
ド
ナ
ー
）の
増
加
や
、
骨
髄
・
末

梢
血
幹
細
胞
移
植
の
推
進
を
図
る
た
め

助
成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象

◦
ド
ナ
ー
…
市
に
住
民
記
録
が
あ
り
、

日
本
骨
髄
バ
ン
ク
で
骨
髄
な
ど
の
提

供
を
し
た
人

◦
事
業
者
…
ド
ナ
ー
が
勤
務
し
て
い
る

使
用
開
始
・
中
止
は

早
め
に
連
絡
を

水
道
・
下
水
道

　
水
道
・
下
水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
、

使
用
者
変
更
、
口
座
振
替
の
申
し
込
み

は
ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱
成
田

営
業
所（
☎
22
‐
8
8
8
0
）に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

　
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
使
用
開

始
・
中
止
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝https://w

w
w
.je 

nets.jp/cs/index.cgi?area=0 

6携
帯
電
話
サ
イ
ト
＝

https://w
w
w
.j 

enets.jp/m
obil 

e/index.cgi?ar 

ea=06

　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
は
県
営
水
道
の

た
め
、
県
水
お
客
様
セ
ン
タ
ー（
☎
0 

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

公津の杜近隣公園

市 長 日 誌

関係者らと共に（2日）

3月1日〜15日

2日
都市計画道路ニュータウン中
央線開通記念式典
地域包括ケア講演会

3日 北千葉道路（船形〜押畑間）開
通記念式典

4日 成田国際空港騒音対策委員会
成田地区部会

5日 成田高校卒業式
7日 3月定例市議会閉会

9日

生涯大学院卒業式・修了式
障がい者福祉講演会「共生社会
実現への道〜東京2020パラリ
ンピックに向けて〜」

11日 全国災害物故者総供養会

12日 成田中学校卒業式合同企業説明会inNARITA

13日
成田ブランド推進会議
なりたいきいき百歳体操市民
大会in成田

14日 ふれあいるーむ21修了の会根木名川土地改良区総代会

15日

美郷台小学校卒業式
環境保護活動に資する寄付の
贈呈式（あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社）
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

所
5
階
）へ

使
用
料
＝
無
料

※
く
わ
し
く
は
公
園
緑
地
課（
☎
20
‐

1
5
6
2
）へ
。

残
土
条
例
が

適
用
さ
れ
ま
す

土
砂
に
よ
る
土
地
の
埋
め
立
て

　
市
で
は
、
土
砂
の
搬
入
に
よ
る
埋
め

立
て
行
為
な
ど
を
規
制
す
る
「
成
田
市

土
地
の
埋
立
て
等
及
び
土
砂
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
」
を
定
め
て
い
ま
す
。

5
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
埋
め
立

て
な
ど
を
行
う
場
合
は
、
条
例
に
定
め

る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土

砂
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

水
田
・
畑
作
農
家
の

皆
さ
ん
へ

経
営
所
得
安
定
対
策

　
市
で
は
、
経
営
所
得
安
定
対
策
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
書
は

各
農
家
に
直
接
送
付
し
ま
す
。

申
請
期
限
＝
6
月
28
日
㈮

申
込
場
所
＝
農
政
課（
市
役
所
4
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所
、
成
田
市
農
協
各

支
所
、
か
と
り
農
協
各
経
済
セ
ン

タ
ー

※
く
わ
し
く
は
、
制
度
に
つ
い
て
は
農

林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.m
aff.go.jp

）、
申
請
書
の

提
出
に
つ
い
て
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5
4
1
）へ
。

4
月
1
日
か
ら

受
け
付
け
開
始

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
利
用
登
録

　
広
沼
街
区
公
園（
ウ
イ
ン
グ
土
屋
）内

に
あ
る
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
、
平
成
31
年
度

の
利
用
登
録
を
開
始
し
ま
す
。

登
録
方
法
＝
ド
ッ
グ
ラ
ン
利
用
登
録
申

請
書
兼
誓
約
書（
愛
犬
の
カ
ラ
ー
写

真
4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
3
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
2
枚
添
付
）、
印
鑑
、
鑑

札
、
平
成
31
年
度
狂
犬
病
予
防
注
射

済
票
を
持
っ
て
公
園
緑
地
課（
市
役

口
座
振
替
が
便
利
で
す

水
道
料
金
の
納
付

　
水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。
利

用
す
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
水
道
料
金
徴
収
事
務
委
託
先
の
ヴ
ェ

オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱（
☎
22
‐
8 

8 

8 

0
）へ
連
絡
し
、
送
付
さ
れ
る
口
座

振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て

返
信
用
封
筒
で
送
付

◦
通
帳
、
金
融
機
関
の
届
け
出
印
、
お

客
さ
ま
番
号
が
分
か
る
水
道
料
金
の

領
収
書
な
ど
を
持
っ
て
市
内
の
金
融

機
関
ま
た
は
郵
便
局
へ

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
☎
22
‐

0
2
6
9
）へ
。

国
民
健
康
保
険
税
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
年
金
か
ら
直
接
引
き
落
と

す
特
別
徴
収
の
4
・
6
・
8
月
の
金
額

（
仮
徴
収
額
）は
、
平
成
31
年
2
月
分
と

同
額
で
す
。

　
10
・
12
・
2
月
の
特
別
徴
収
額
は
7

月
下
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
で
の
納
付

が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
国
民
健

康
保
険
☎
20
‐
1
5
2
6
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
☎
20
‐
1
5
4
7
）

へ
。

住
所
が
変
わった
ら
手
続
き
を

転
入
・
転
出
・
転
居

　
引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
わ
る
と

き
は
、
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の
人
が

市
民
課（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大
栄

支
所
、
市
民
課
赤
坂
分
室
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

　
代
理
人
が
届
け
出
を
行
う
場
合
は
、

委
任
状
が
必
要
で
す
。
住
所
が
変
わ
る

人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
異
動
日
、

新
・
旧
住
所
、
新
・
旧
世
帯
主
氏
名
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認
の
た

め
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）な
ど
を
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
。
外
国
籍
の
人
は
在
留

カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明
書（
旧
外

国
人
登
録
証
明
書
）が
必
要
で
す
。

日
曜
日
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
市
民
課
で
は
、
毎
週
日
曜
日
も
各
種

届
け
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
受
け

付
け
で
き
る
届
け
出
の
種
類
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1 

5 

2 

5
）へ
。

愛犬と一緒に遊ぼう

届け出期間 必要な物

転入届
市外から移り、住
み始めた日から14
日以内

前住所地の市区町村が発行した転出証明書（マイナンバーカードや住
基カードで転出の届け出をした人は不要）、マイナンバーカードまた
はマイナンバーの通知カード、住基カード（持っている人）、年金手
帳（加入している人）

転出届
市外へ移り、住み
始める日のおおむ
ね14日前から

子ども医療費助成受給券（持っている人）、国民健康保険被保険者証・
介護保険被保険者証・後期高齢者医療保険被保険者証（いずれも加入
している人）

転居届
市内で住所を移し、
住み始めた日から
14日以内

マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード、住基カード・
子ども医療費助成受給券（いずれも持っている人）、国民健康保険被
保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療保険被保険者証・
年金手帳（いずれも加入している人）
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